
ノ

【機密性2】

へ

玄・必必必姥必尭必尭必必必姥必姥姥ら込みのみ必姥必弗鼻弗尭みぬみぬ4444必劣必弗弗鋒みぬ4弗必必必錫必込みノ

令 和 7 年

裁判官の配置 、 裁判事務の

分配､ 代理順序及び開廷日割等

い
り
″
ａ

の尭尭必必姥ら必発心ぬらぬ尭発弗尭必姥塊尭必必先発尭尭必鼻孔必発見姥允必必必いぬ必ぬい尭必4必乙尭尭尭必典添

(4月1日現在）

'

熊本 地方裁判所

／

、



事 項

第1 裁判官の配置・・・・・・・・・・・・・・・・・・。・・・・・・・

1 本庁・・・・・・・・・・・・・ ・・・・.。・・・・・・・・・・・

2 支部・・・・．．・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3 管内簡易裁判所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第2 裁判事務の分配・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.

1 本庁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（1）民事関係・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・

（2）刑事関係．．・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・．

（3）心神喪失等の状態で重大な仙害行為を行った者の医療及び観察等
に関する法律関係。。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

は）裁判員の参加する刑事裁判に関する法律関係・・・・・・・・・・・

（5）検察審杳会の混訴議決にかかる事件について検察官の職務を行う

弁護十の指岸等に関する事務・・・・・・・・．・・・・・・・・・・

（6）除斥、忌辞及び回群関係．。・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2 支部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3 管内簡易裁判所・・・・・・・・・・・・。。・・・・・・・・・・・

4 事件の回付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・

第3 代理順序・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1 司法行政事務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2 裁判事務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第4 調停羊仔の指定等．・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・．

1 調停聿任の指定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・．

2 労働審判官の指序・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第5 開廷日割・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・．

１
１
２
２
４
４
４
７

８
８

８
８
９

管内簡易裁判所・・・・・・・・・・・・。。・・・・・・・・・・・10

事件の回付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・13

代理順序・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14

司法行政事務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14

裁判事務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・．．・・・14

調停羊仔の指定等．．・・・・・・・・・・・・・・・・・・・･・・・16

調停聿任の指定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。。・・・16

労働審判官の指序・・・・。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16

開廷日割・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・．．・・・16



第1 裁判官の配置

1 本庁

（1）民事第1部
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判 事

(5)刑事部

判 事（総括）
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2 支部

（1）玉名支部
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（2）山鹿支部
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(3) 阿蘇支部
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（5）人吉支部
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（6）天草支部

判 事

3 管内簡易裁判所
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簡易裁判所判事

簡易裁判所判事

簡易裁判所判事

簡易裁判所判事

簡易裁判所判事

(2)宇城簡易裁判所

簡易裁判所判事

(3)荒尾簡易裁判所

簡易裁判所判事 ‘

(4)玉名簡易裁判所

簡易裁判所判事（司掌者）

簡易裁判所判事

(5)山鹿簡易裁判所

簡易裁判所判事

(6)阿蘇簡易裁判所

簡易裁判所判事

(7)高森簡易裁判所

簡易裁判所判事

(8)御船簡易裁判所

簡易裁判所判事

(9)八代簡易裁判所

簡易裁判所判事（司掌者）
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簡易裁判所判事

⑪ 人吉簡易裁判所

簡易裁判所判事（司掌者）

簡易裁判所判事

⑫ 天草簡易裁判所

簡易裁判所判事（司掌者）

簡易裁判所判事

⑬ 牛深簡易裁判所

簡易裁判所判事
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第2

1

裁判事務の分配

本庁

(1)民事関係

民事事件は、民事事件は､以下のとおり、民事第1部から民事第3部までに分配するこ

ととし、民事第4部には、当分の間、事件を分配しない。

ア 合議事件

（ア）行政訴訟（(ウ)の行政訴訟事件を除く。）、医事関係及び知的財産権

関係民事通常訴訟、行政事件訴訟法第45条第1項に定める処分の効力

等を争点とする訴訟並びに人身保護各事件は、その種類ごとに、受付の

順序に従い、民事第2部に17分の9、民事第3部に17分の8の割合

で分配する。

（イ) 控訴及び抗告（簡易裁判所の非訟事件に関する抗告は除く。）事件は、

民事第2部に17分の9，民事第3部に17分の8の割合で分配し、簡

易裁判所の非訟事件に関する抗告事件は、民事第1部に分配する。

（ウ）地方自治法第242条の2第1項4号の規定による訴訟について損害

賠償若しくは不当利得返還の請求を命ずる判決又は賠償の命令を命ずる
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判決が確定した場合における同法第242条の3第2項の規定による民

事通常訴訟事件又は第243条の2第5項の規定による行政訴訟事件及

びこれ．らの訴訟を本案とする仮差押え又は仮処分の事件は、当該判決を

言い渡した部に分配する。

（エ）船舶所有者等責任制限、船舶油濁損害賠償責任制限 民事再生（法人

申立ての分）、会社更生及び簡易確定各事件は、民事第1部に分配する。

イ 単独事件

（ア）民事通常訴訟（医事関係、知的財産権関係、犯罪被害者等の権利利益

の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第33条第1

項に基づく損害賠償命令の申立てについての裁判に対する異議の申立て、

同法38条による損害賠償命令事件の終了により、訴えの提起があった

ものとみなされる場合及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための

民事の裁判手続の特例に関する法律第46条第1項、第2項に基づく簡

易確定決定に対する異議の申立てにより、訴えの提起があったものとみ

なされる場合を除く。）、手形訴訟､ 小切手訴訟、仲裁関係、労働審判、

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に

関する法律第33条第1項に基づく損害賠償命令の申立てについての裁

判に対する異議の申立て、同法38条による損害賠償命令事件の終了に

より、訴えの提起があったものとみなされる民事通常訴訟及び消費者の

財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律

第46条第1項、第2項に基づく簡易確定事件に対する異議の申立てに

より、訴えの提起があったものとみなされる民事通常訴訟の各事件は、

その種類ごとに、受付の順序に従い、民事第2部及び民事第3部に民事

部裁判官の申合せによる割合で分配する。ただし、手形判決及び小切手

判決に対する各異議事件は、当該判決をした裁判官が担当し、労働審判

法第21条第1項に基づく労働審判に対する異議の申立て、同法第23
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条による労働審判の取消し及び同法第24条による労働審判事件の終了

により、訴えの提起があったものとみなされる民事通常訴訟事件は、分

配を受ける部が当該労働審判事件の分配を受けた部であるときは、当該

部以外の部に分配する。

(イ）民事執行（玉名支部、山鹿支部、阿蘇支部及び天草支部の各管轄に属

する事件を含む。）、企業担保権実行、財産開示、第三者からの情報取

得、民事執行雑、破産（免責事件を含む｡ ）、民事再生（法人申立ての

分を除く。）、特定調停、配偶者暴力等に関する保護命令、発信者情報

の開示命令、特定和解の執行決定、過料及び非訟各事件は、民事第1部

に分配する｡

(ウ）民事保全（保全異議及び保全取消しを含み、上記アの(ウ)の仮差押え

又は仮処分の事件を除く。）事件は民事第1部に分配する。ただし、既

に本案訴訟事件が係属しているときは、当該事件係属部に分配する。

(エ）調停（特定調停を除く．）及び訴え提起前の特別代理人選任（非訟事

件手続法第17条の規定する非訟事件に関する特別代理人選任事件を除

く。）各事件はその種類ごとに、受付の順序に従い、民事第2部及び民

事第3部に同じ割合で分配し、非訟事件手続法第17条の規定する非訟

事件に関する特別代理人選任事件は、民事第1部に分配する。

(オ）共助、訴え提起前の証拠保全､ 訴え提起前の証拠収集の処分及びその

他の民事雑（訴え提起前の特別代理人選任及び本案事件に関するものを

除く。）各事件は、その種類ごとに、受付の順序に従い、民事第2部及

び民事第3部に同じ割合で分配する。

(力）差戻し及び再審各事件は、その種類ごとに、受付の順序に従い、民事

第2部及び民事第3部に民事部裁判官の申合せによる割合で分配する。

ただし､ 分配を受ける部又はその所属の裁判官が原裁判をした部又は裁

判官であるときは、当該部以外の部に分配する。

一
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（キ）訴訟事件を調停に付したときは、当該調停事件は、当該訴訟事件担当

裁判官が担当する。

ウ 配てん換え等

事件の配てん換え及び配てん調整並びに多数当事者に係る事件の配てん

などについては、民事部裁判官の申合せによる。

(2)刑事関係

ア 刑事事件は、別に定めるものを除き、刑事部に分配する。

イ 本庁、支部及び管内簡易裁判所の裁判官がした裁判に対する準抗告事件

及び児童福祉法の規定による一時保護状請求却下の裁判に対する取消請求

事件は､受付の順序に従い、別に申合せによって定める当番制の当番部に

分配する。

ウ勾留理由開示請求事件は､当該勾留状を発した裁判官に分配する｡当該裁

判官に差し支えがある場合、勾留期間延長の裁判があるときは同裁判をし

た裁判官に分配し、同裁判官にも差し支えがあるときは別途申合せによっ

て定める勤務時間内の令状担当裁判官に分配する｡

エ 執務時間中及び執務時間外の各種令状請求事件(児童福祉法の規定による

一時保護状請求事件（以下「一時保護状請求事件」という。）及び被疑者

国選弁護人選任事務を含む。）、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正

行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特

例に関する法律及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制に関する法律

に定める起訴前及び第1回公判期日前の保全請求事件（裁判官として処理

するものに限る。）並びにこれらの処分に付随する処分を求める申立事件

は、別に申合せによって定める輪番制の裁判官（所長を除く。）に分配す

る。

オ(ア)本庁及び支部における犯罪捜査のための通信傍受に関する法律に基づ

く傍受の原記録の保管事務は、判事中田幹人が処理する。
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（イ)執務時間外に傍受の原記録を使用する必要が生じた場合は、別に申合

せによって定める執務時間外の令状担当裁判官（前号の保管事務処理裁

判官を除く。）が前号の保管事務処理裁判官を代理して処理する。

(3)心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する

法律（以下「医療観察法」という。） 関係

ア 医療観察法に関する事件 (以下「医療観察法関係事件」という。）は、

別に定めるものを除き、刑事部に分配する。

イ 執務時間外の鑑定入院に関する事務（裁判官として処理するものに限

る。）及び連戻状の請求事件は、別に申合せによって定める輪番制の裁判

官（所長を除く。）に分配する。

(4)裁判員の参加する刑事裁判に関する法律（以下「裁判員法」という。）関

係

裁判員法第41条第2項により解任請求事件の送付を受けた地方裁判所が

した却下決定に対する同法第42条第1項の異議申立て事件は、受付の順序

に従い、民事第1部、民事第2部及び民事第3部に同じ割合で分配する。

(5)検察審査会の起訴議決にかかる事件について検察官の職務を行う弁護士の

指定等に関する事務

検察審査会法第41条の9の規定による弁護士の指定等に関する事務（八

代検察審査会がした起訴議決にかかる分を含む。）は、刑事部に分配する｡

(6)除斥､ 忌避及び回避関係

ア 民事関係

（ア）本庁、支部及び管内簡易裁判所の裁判官並びに裁判所書記官及び専門

委員に対する除斥及び忌避事件は、受付の順序に従って、民事第1部、

民事第2部及び民事第3部（ただし、当該裁判官及び裁判所書記官が配

置された部並びに当該専門委員を指定した部を除く｡ ）に同じ割合で分

配する。
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（イ）労働審判員及び民事調停委員に対する除斥事件は､受付の順序に従っ

て､ 民事第2部及び民事第3部に同じ割合で分配する。

（ウ）裁判官に対する除斥若しくは忌避の裁判又は回避の許可があった場合

に、その裁判官の配置されている部の他の裁判官が当該事件を処理する

ことができるときは、当該部が定める他の裁判官が当該事件を担当し、

その裁判官の配置されている部で当該事件を処理することができないと

． きは、後記第3の2の(1)又は(4)に定める代理する裁判官又はその属する

部（民事第1部を除く｡~）が担当する。

イ 刑事関係

（ア）本庁、支部及び管内簡易裁判所の裁判官等に対する除斥、忌避及び回

避事件は、刑事部に分配する。

（イ),裁判官に対する除斥、忌避若しくは回避の裁判があった場合に、その

裁判官の配置されている部の他の裁判官が当該事件を処理することがで

きるときは、当該部が定める他の裁判官が当該事件を担当し、その裁判

官の配置されている部で当該事件を処理することができないときは､ 後

記第3の2の(3)又は(4)に定める代理する裁判官が担当する。

（7）事件の分配は、前年度に続けて行う。

2 支部

(1)八代支部 ‘

ア 民事関係

（ア）民事事件は、別に定めるものを除き、判事吉村弘樹に分配する。

（イ）民事保全（保全異議、保全取消事件を除く。）、民事執行雑、訴え提

起前の証拠保全､訴え提起前の証拠収集の処分､発信者情報の開示命令、

財産開示、第三者からの情報取得､､特定調停及び過料各事件は判事補松

本啓裕に分配する。

（ウ）民事執行､ 民事再生及び破産各事件は、受付の順序に従い、判事吉村
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弘樹に4分の1，判事補松本啓裕に4分の3の割合で分配する。免責事

件は、当該破産者の破産事件を担当した裁判官に分配する。

イ 刑事関係

（ア）刑事事件は、別に定めるものを除き、判事補松本啓裕に分配する。

（イ）刑事公判請求事件のうち、熊本家庭裁判所八代支部判事補松本啓裕が

少年法第20条第1項、又は第62条第1項による決定をした事件につ

き公訴が提起されたものは、判事吉村弘樹に分配する。

（ウ）各種令状請求事件（一時保護状請求事件及び被疑者国選弁護人選任事

務を含み、（イ)の事件に関するものを除く。）は、判事吉村弘樹に分配

する。

ウ 医療観察法関係

医療観察法第33条第1項又は第59条第1項若しくは第2項の申立て

を受けた地方裁判所の裁判官が行う事務は、受付の順序に従い、判事吉村

弘樹及び判事補松本啓裕に同じ割合で分配する。

（2）その余の支部

民事事件及び刑事事件は、別に定めるものを除き､ 当該支部に配置されて

いる裁判官に分配する｡

3 管内簡易裁判所

（1）熊本簡易裁判所

ア 民事関係

（ア）民事通常訴訟、手形訴訟、小切手訴訟及び少額訴訟各事件は、その種

類ごとに、受付の順序に従い、簡易裁判所判事梅崎聖博、同髭野勝之､

同東孝賢及び同甲斐裕之に熊本簡易裁判所裁判官の申合せによる割合で

分配する。

：なお､手形判決､小切手判決及び少額訴訟判決に対する各異議事件は、

当該判決をした裁判官が担当する。
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（イ）支払督促事件に付随する雑事件等は、簡易裁判所判事髭野勝之及び同

東孝賢に熊本簡易裁判所裁判官の申合せによる割合で分配する。

（ウ）調停事件は､ 受付の順序に従い、簡易裁判所判事梅崎聖博、同髭野勝

之及び同甲斐裕之に熊本簡易裁判所裁判官の申合せによる割合で分配す

る。ただし、医事紛争に関する調停事件については､ 簡易裁判所判事大

西勝滋に分配する。

（エ）民事共助､訴え提起前の証拠保全、差戻し及び再審の各事件は、その

種類ごとに、受付の順序に従い、簡易裁判所判事梅崎聖博、同髭野勝之

及び同東孝賢に熊本簡易裁判所裁判官の申合せによる割合で分配する。

ただし、差戻し及び再審各事件については､ 分配を受ける裁判官が原裁

判をした裁判官であるときは、当該裁判官以外の裁判官に分配する。

(オ）起訴前の和解事件は､ 簡易裁判所判事梅崎聖博、同髭野勝之及び同東

孝賢に熊本簡易裁判所裁判官の申合せによる割合で分配する。

（力）その他の民事雑事件及び執行雑事件は、簡易裁判所判事梅崎聖博及び

同髭野勝之に、熊本簡易裁判所裁判官の申合せによる割合で分配する。

ただし、本案訴訟事件が係属しているときは、当該本案事件の担当裁判

官が処理する。

（キ）過料事件､:公示催告及び民事保全事件（付随する雑事件を含む。）は、

簡易裁判所判事梅崎聖博、同髭野勝之及び同東孝賢に熊本簡易裁判所裁

判官の申合せによる割合で分配する。

イ 刑事関係

（ア）刑事公判請求及び再審請求各事件は、簡易裁判所判事今坂健司及び同

甲斐裕之に熊本簡易裁判所裁判官の申合せによる割合で分配する。ただ

し、分配を受ける裁判官が勾留の原裁判をした裁判官であるときは、当

該裁判官以外の裁判官に分配する。

（イ）略式事件（三者即日処理略式事件を除く。）及び刑事雑事件（執務時
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間中の令状事件を除く。）は､簡易裁判所判事今坂健司及び同甲斐裕之

に、その担当日に応じて分配する。

（ウ)‘（イ）によれない略式事件、刑事雑事件及び三者即日処理略式事件は、

熊本簡易裁判所裁判官の申合せによって定める裁判官に分配する。

（エ）執務時間中の各種令状請求事件（一時保護状請求事件及び被疑者国選

弁護人選任事務を含む。）は、簡易裁判所判事梅崎聖博、同髭野勝之、

同東孝賢、同今坂健司 同甲斐裕之及び同東剛史に、その担当日に応じ

て分配する｡‘

（オ）執務時間外の各種令状請求事件 (一時保護状請求事件及び被疑者国選

弁護人選任事務を含む。）は、別に申合せによって定める輪番制の裁判

官（司掌者を除く｡ ）に分配する。

(力）訴訟費用負担請求事件は、簡易裁判所判事今坂健司及び同甲斐裕之に

同じ割合で分配する。

（キ）総合法律支援法第39条第3項の申立てに係る費用額算定手続事務は、

当該裁判をした裁判官が担当する。

（ク）更生保護法第52条第5項の特別遵守事項の設定又は変更に係る求意

見に関する事務は、簡易裁判所判事今坂健司及び同甲斐裕之に同じ割合

で分配する。

ウ 医療観察法関係

嘱託による事実の取調べは､簡易裁判所判事今坂健司及び同甲斐裕之に同

じ割合で分配する。

玉名簡易裁判所

ア 民事事件、刑事事件（正式裁判請求事件を除く。）及び医療観察法関係

事件の嘱託による事実の取調べは、簡易裁判所判事梶原陽一朗に分配する。

イ 正式裁判請求事件は、簡易裁判所判事前川悠に分配する。

八代簡易裁判所

(2)

(3)

12



ア 民事事件（民事通常訴訟を除く）、 刑事事件（刑事公判請求事件及び正

式裁判請求事件を除く。）、一時保護状請求事件及び医療観察法関係事件

の嘱託による事実の取調べは、簡易裁判所判事品川裕正に分配する。

イ 民事通常訴訟は、受付の順序に従い、簡易裁判所判事品川裕正に2分の

1，簡易裁判所判事東剛史に2分の1の割合で分配する。

ウ 刑事公判請求事件及び正式裁判請求事件は、簡易裁判所判事東剛史に分

配する。

(4)人吉簡易裁判所

ア 民事事件、刑事事件（刑事公判請求事件及び正式裁判請求事件を除く。）

及び医療観察法関係事件の嘱託による事実の取調べは、簡易裁判所判事品

川裕正に分配する。

イ 刑事公判請求事件及び正式裁判請求事件は、簡易裁判所判事藤田晃弘に

分配する｡′

(5)天草簡易裁判所・

ア 民事事件、刑事事件（正式裁判請求事件を除く。）及び医療観察法関係

事件の嘱託による事実の取調べは、簡易裁判所判事平田浩司に分配する。

イ 正式裁判請求事件は、簡易裁判所判事藤丸貴久に分配する。

(6)その余の簡易裁判所

ア 民事事件及び刑事事件（正式裁判請求事件を除く。）は、別に定めるも

のを除き、当該簡易裁判所に配置されている裁判官に分配する。

イ 正式裁判請求事件は、次の表に定めるとおり分配する。

正式裁判請求事件係属庁 職務代行裁判官

宇城簡易裁判所 熊本簡易裁判所の裁判官

荒尾簡易裁判所 山鹿簡易裁判所の裁判官

高森簡易裁判所 熊本簡易裁判所の裁判官

御船簡易裁判所 阿蘇簡易裁判所の裁判官

13



4 事件の回付

本庁若しくは支部において処理するのが相当でない事件又は他の支部若しく

は本庁で処理するのが相当である事件については、所長に申し出てその承認を

得た上、その事件を他の支部又は本庁に回付することができる。

ただし、関連事件について関係各裁判官が協議して回付する場合、管轄区域

の定めに反して提起され又は申し立てられた事件について当該事件を本来審理

すべき本庁又は支部に回付する場合及び医療観察法関係事件の鑑定入院質問に

関する事務を終了した後の支部から本庁への回付は、所長の承認を得ることを

要しない。

第3 代理順序

1 司法行政事務

〃（1）所長に差し支えがあるときは、判事野々垣隆樹、同中田幹人､ 同川崎聡子、

同日暮直子が順次代理し、なお差し支えがあるときは、所長が指名する裁判

官が代理する。

（2）本庁の部の事務を総括する裁判官に差し支えがあるときは､その部の裁判官

（てん補裁判官を除く。 ）が上記第1の1に定める配置の順序で代理し、な

お差し支えがあるときは、所長が指名する裁判官が代理する。

（3）支部長又は簡易裁判所の司法行政事務を掌理する裁判官に差し支えがある

ときは、その庁に勤務する他の裁判官（熊本簡易裁判所以外の庁にあっては

てん補裁判官を含む。）が上記第1の2又は3に定める配置の順序に従って

代理し、なお差し支えがあるときは、所長が指名する他の庁の裁判官が代理

する。

2 裁判事務
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水俣簡易裁判所

牛深簡易裁判所

八代簡易裁判所の裁判官

宇城簡易裁判所の裁判官



(1)通常の裁判事務において、本庁の裁判官に差し支えがあるときは、別に定

める場合を除き、次の表に定める代理する裁判官が代理し、なお差し支えが

あるときは、所長が指名する裁判官が代理する。ただし、同一順位の裁判官

、の間の代理順序は、各部において定める。ノ

代理される

裁 判 官

代 理 す る 裁 判 官

第1順位 第2順位 第 3順位 第4順位

民事第1部
の裁判官

民事第1部
の裁判官

民事第2部
の裁判官

民事第3部
の裁判官

刑 事 部
の裁判官

民事第2部
の裁判官

民事第2部
の裁判官

民事第3部
の裁判官

民事第1部
の裁判官

刑 事 部
の裁判官

民事第3部
の裁判官

民事第3部
の裁判官

民事第1部
の裁判官

民事第2部
の裁判官

刑 事 部
の裁判官

刑 事 部
の裁判官

民事第1部
の裁判官

刑 事 部
の裁判官

民事第2部
の裁判官

民事第3部
の裁判官

(2)執務時間中の令状事務（一時保護状請求事件及び被疑者国選弁護人選任事

務を含む｡）において､刑事部が定める担当裁判官に差し支えがあるときは､

次の表に定める代理する裁判官が代理し、なお差し支えがあるときは、所長

が指名する裁判官が代理する。

(3)支部及び簡易裁判所の裁判官に差し支えがある場合は、その庁に勤務する

他の裁判官が代理し、支部においてこれによることができないときは､ 次の

表に定める代理する裁判官が代理し､ なお差し支えがあるときは、所長が指

名する他の庁の裁判官が代理する。
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代 理 す る 裁 判 官

佐、田 崇 雄

池 上 裕 康

金 友 宏 平

浜 崎 俊 文

山 本 隼 人

山 田 裕 貴



代理される裁判官

熊本地方裁判所玉名支部裁判官

熊本地方裁判所山鹿支部裁判官

熊本地方裁判所阿蘇支部裁判官

熊本地方裁判所八代支部裁判官

熊本地方裁判所人吉支部裁判官

熊本地方裁判所天草支部裁判官

代 理 す る 裁 判 官

熊 本 地方 裁 判所裁判官

熊 本 地 方 裁 判 所裁判官

熊 本 地方 裁 判 所裁判官

熊本地方裁判所人吉支部裁判官

熊本地方裁判所八代支部裁判官

熊 本 地 方 裁判 所裁判官

(4)簡易裁判所において裁判事務の取扱上緊急の処理が必要なときは、所長は、

他の簡易裁判所の裁判官又は地方裁判所の判事に当該簡易裁判所の裁判官の

職務を行わせることができる。

第4 調停主任の指定等

1 調停主任の指定

民事調停法第7条第1項に規定する調停主任は、当該調停事件を担当する裁

判官をその事件の調停主任とする。

2 労働審判官の指定

労働審判法第8条に規定する労働審判官は、当該労働審判事件を担当する裁

判官をその事件の労働審判官とする。

第5 開廷日割

庁 名 部 等 開 廷 日官 職 氏 名

本 庁|量i罰 合 議 随時

判 事 日 暮 直 子 随時

判 事 浜 崎 俊 文 随時
｜| || |'

判 事 補｜川 島 堤｜随時
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判 事 補 若 松 亮 太 随時

判 事 補 上 阪 凌太郎 随時

事
部２

民
第

合 議 水､ 金

判 事 野々垣 隆 樹 木

判 事 池 上 裕 康 月、火、木
ﾉ

判 事 金 友 宏 平 木

判 事 補

（特例）
山 本 隼 人 火、木

判 事 補 川 島 堤

判 事 補 若 松 亮 太

民 事
第 3 部 合 議 月、水

判 事 川 崎 聡 子 火

判 事 佐 田 崇 雄 火、金

判 事 補

（特例）
山 田 裕 貴 火、木、金

判 事 補 川 島 堤

判 事 補 上 阪 凌太郎

裁判員対象事件
月～金

〈ロ

議

刑事部 ｜合 議裁判員合

｜判 事｜中田幹人議係
月
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賀 嶋 敦判 事 月、水

判 事 鈴 木 和 彦 水、金

判 事 補 若 松 亮 太

裁判員非対象事件

火、木
合 議刑 事 部

合議1係

■

判 事 中 田 幹 人 月

鈴 木 和 彦判 事 水、金

判 事 補 若 松 亮 太

刑 事 部

合議2係
裁判員非対象事件
火､ 木

合 議

判 事 月中 田 幹 人

賀 嶋 敦判 事 月、水

判 事 補 若 松 亮 太

判 事 補 川 島 堤刑 事 部

そ の 他

判 事 補 若 松 亮 太

判 事 補 上 阪 凌太郎
＝

判 事 火、水、金前 川 悠
玉名支部

火､木 傍2、第4）、
金

判 事

（てん補）
山鹿支部 浜 崎 俊 文

鶚ん補亨|金友宏平|火､水傍2､第4）阿蘇支部
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八代支部

士ロ

村 弘 樹民 事 判 事 月、火
､

判 事 補

（特例） 。

刑 事 松 本 啓 裕 木、金I

判 事 藤 田 晃 弘人吉支部 火、水

、

天草支部 判 事 藤 丸 貴 久 火、金

庁 名 裁 判 官 名民刑の別 開廷日 備 考

梅 崎 聖 博 月、火熊本簡裁 民 事

髭 野 勝 之 月、オ園

東 孝 賢 月、金

甲 斐 裕 之 水(第2，4）

今 坂．健 司 月刑 事

甲 斐 裕 之 木

庁 名 裁 判 官 名 開廷日 備 考

宇城簡裁 平 田、浩 司 月、木

畠

荒尾簡裁 梶 原 陽一朗 火、金
I

玉名簡裁 梶 原 陽一朗 木

山鹿簡裁 今 坂 健 司 水
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阿蘇簡裁 甲 斐 裕 之 金（第1、3，5）

高森簡裁 甲 斐 裕 之 火(第1，3）

東 孝 賢 火、木（第1，3）御船簡裁

刑事
民事東 剛 史 水(第2，4)、金

八代簡裁

民事品 川 裕 正 水

東 剛 史 火水俣簡裁

刑事藤 田 晃 弘 火、水

人吉簡裁

民事木、金（第2，4）品 川 裕 正

天草簡裁 火、水、金平 田 浩 司
L

藤 丸 貴 久 水(第2，4）牛深簡裁

ｰ
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令和5年4月1日

転 入 者 各位

熊本地方裁判所事務局総務課人事第一係

兼職・兼業申請に関するお知らせ

前任庁において、兼業の許可等を受けていた場合で、転入後も引き続き兼業を行

う場合には、官職の異動後10日以内に改めて申請を行う必要がありますので、速

やかに所属の総務課人事第一係に申請書を提出してください。

再申請が必要となる官職の異動には、所属庁を異にする異動だけでなく、官職そ

のものが変わる場合、課を跨いで異動する場合、本庁・支部間で異動する場合等も

該当します。ご不明な点があれば、人事第一係にお問い合わせください。
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令和7年3月6日

転 入 者 各位

熊本地方裁判所事務局総務課人事第一係

令和7年4月1日以降発令の異動に係る赴任旅費の支給手

続に関するお知らせ

令和7年4月1日以降発令の異動については、旅費法が改正される関係で、赴任

旅費の運用が変更されます。

運用の詳細については、下記リンク先の「赴任旅費ハンドブック(R7. 2版）」

と「赴任旅費の支給に関するQ&A」を確認してください。

また、提出書面については、現在最高裁で書式を準備中であり、後日「人事の広

場」に掲載される予定です。掲載されましたら、各自で書式をダウンロードし、作

成後、当係への提出をお願いします。

なお、「人事の広場」へ書式が掲載されましたら、当係より適宜の方法で周知し

ます。

※ 人事の広場 赴任旅費に関するリンク先はこちら

赴任旅費

1
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転入者のみなさまへ

１

機密性2】
@@

省エネ･節電にご協力ください用度係ゴミの分別にご協力くださいafミ 管理係

・庁舎内は､省エネ･節電を実施しています。

昼休みは､当事者対応等に支障のない範囲て．､執務
室の消灯をしましょう。

・廊下の証明は､終日､間引き点灯としています。

・エレベータは､一部を除き､午後5時30分て停止しま
す。

下表のとおりご協力をお願いします。

・業者による収集は､平日の午前8時頃から順次実施さ
れます。

・ゴミの収集場所への搬出は､平日の退庁時に行ってく
ださい。

・搬出場所の位置は､添付の｢位置図｣参照

消防計画･消防設備の確認 管理係

・熊本地方裁判所消防計画を作成しています。 ．
・フロアごとに自衛消防班を決め､役割分担しています。冷暖房の運転基準 管理係

・避難経路や消火器設置場所なども､できる限り早い
時期に確認してください。

▼ 非常時の施設状況は 管理係

’ ’ ’
種類 搬入場所など 処理方法など

業者が収集
するもの

燃えるゴミ
シュレッダーゴミ

･ゴミ袋に入れ､二重結びするなどして､袋からゴミが出ないよう
に

･袋に入れるなど､業者が収集しやすいように不燃ゴミ

雑誌類､段ボールはクラフトテープて､まとめてコピー用紙､厚紙､マニ

ラ紙など

リ
サ
イ
ク
ル
ゴ
ミ

庁内設備など 管理係･用度係
･窓付き封筒は､フィルムをはがし、
ル可）

リサイクルボックスへ (リサイク

・謄写用コピー機
新聞紙

民事訟廷(本館I階)､競売物件閲覧室(本館2階）

※熊本県弁護士協同組合設置 ，、雑誌､封筒類､コピー
用紙の包み紙など

・AED

本館1階･3階のエレベータ前 ．

・自動販売機．
本館1階･3階･4階､別館2階段ボール類､お菓子の

空き箱など ・休養室

別館3階(女性に限る)､本館5階

*本館5階を利用するときは､総務課庶務係へ収集しないも
の

個人で購入した雑誌類 各自持ち帰り(特に当直室）
お尋ねください。

ペットボトル､空き缶､空きピ
ン

構内自動販売機で購入したものは､自販機横のゴミ箱へ
それ以外のものは､持ち帰るか､｜ ’

弁当殻 ･配達してもらったものは､配達業者に回収してもらう
．コンビ二等て．購入したものは､できる限り持ち帰るか､購入店へ返却

※各設備の位置は､添付の｢位置図｣参照

R7.4熊本地裁会計課

施設の不具合を見つけたら･・ 管理係

。「トイレの水が止まらない｣など､施設の不具合を見つ
けたときは､管理係へご連絡ください。

・事故や来庁者等の不便に繋がることもありますので、

発見した際は､速やかにご連絡ください。

寸

匡
労

癖卓 詞

種 認一電 ‐蕊亀､軍奉冷､
L翌J＝

再 叩く

鷺塾愈．･ず巻き隆

◆

郷蹴

霊
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転入者のみなさまへ 【機密性2】
@@

用度係の最新情報は 出張旅費用度係 経理係
､

け

・出張前にSEABISで計画を立て､出張後にSEABISてﾞ
精算を行うと､SEABISで債主情報登録した口座に振り込
まれます｡振込通知はありませんのて嗣､精算手続後ば登録
した口座への振込状況を適宜確認してください。

・異動期に限らず､債主情報に変更が生じた場合は､その

都度､添付の｢O5SEABIS操作手順書(異動時の債主
登録)」のP5～Pl3を参考に､債主情報の変更を行ってく

構内駐車場 管理係
●

・自家用車で通勤されている場合て犠も､構内駐車場へ

の駐車は認められていません。
・身体上などの理由により構内に駐車の縫要がある場
合には､申し出により個別検討されます｡申請されたい方
は､管理係へご相談ください。

ださい。

【SEABISへの口座情報等の登録】

･添付の.｢債主登録の確認｣を参考に､自分の債主
I 情報 （ 力ぐ登録さ

れてい畜亦確

・債主登録されている場合は、 添付の「O5SEABIS外線などへの電話 管理係･用度係
操作手順書(異動時の債主登録)」のP5～PI3を
行う･外線電話に架電するときは､■に続けて相手方番号

を押してください。

･家裁へ架電するときは､｢■｣に続けて内線番号を押
してください。

検察庁へ架電するときは､内線｢■を利用してくだ
さい。

・間違い電話を架けたときは､必ず､謝罪してから切って
ください｡留守番電話の場合は､「申し訳ありません､間

違えました｡」と録音してください。

・留守番電話には､必ず担当係･氏名･内線番号を録音
してください｡着信表示は代表番号となるため､折り返し
架電された際に転送先が分からず､相手方に迷惑を掛
けることになりますので､ご留意ください。

の登録を変更したときは､経理係

トユ睾師合

･債主登録がなかった場合は､添付の｢O5SEABIS

操作手順書(異動時の債主登録)」のP1～PI3を
行う

P4記載の経理係へ提出するシートは､添付の｢債

主申請入力シート｣を利用する

共済関係 共済組合係

・被扶養者の認定･取消し､高額医療費､財形貯蓄､貸付、
確定拠出年金､児童手当､年金､人間ドック､特定保健指導、
福利厚生事業(ベネフィット)など､共済関係の各種黍続き
については､共済組合HPをご確認ください。
→裁判所共済組合HP
htfps:"www. kVousqi.coul-fs.or. ip

宿舎関係 管理係
ﾛ

・入居されている宿舎の不具合等を見つけたときは､次

のとおりご連絡ください。
京町台宿舎＝管理係へ

合同宿舎＝各宿舎の管理人へ
・退去されるときは､明け渡す日の属する月の前月20
日までに､管理係あてご連絡ください｡※宿舎料算定手
続き等があります。

グ

|添付資料
I

位置図

O5 SEABIS操作手順書(異動時の債主登録）

債主登録の確認

, R7.4熊本地裁会計課 債主申請入力シート

構内て金の拾得物

・構内で落とし物･遺留品を拾われたときは､総務課庶
務係へ届け出てください。

圏溌 ・罰錘． 蝿‘



弓

壌終

｛



匡匡

Q=L

王○山く

、

翠照漫蚕皿 翠照漫蚕皿 窪

■一日■日日■日日１口Ｈ－ＩＥ】Ⅱ■一割ＩＩｌＩｌｌｌｊｌ可ｌｌＩｌＪ１１１１ｌ 舟

J
L
I

J
1

『
1

袈畏

内叫

！

型一

「
、ノ

琴

恕壷

ロ
■
■
■

可Ｊ

／丁埜

詫瀞職岬溌



グ

淵
1
に煙

里
=
旦

里
=
旦

、

溌認一一○
諾

袈畏

型Ｎ

■□|■I

□

‐

r
，ノ

O
I
O

謡戻

'可

翠照遜置皿



0ク
41

本館
1

別館

2判：
一

／

「
ノ

、 〆

○
一
○

i n"-[
』

く
く ／

_[
、！

く、
.』 娼

一
自動販売撮一 腸休養室

（女性専用）

Y

X

Ｉ
ｊ

×
XX×

3階
DN UPDN UP

I
E V

（4

一
一

一
一

X



□

一

胆

優
脂
蕊

皿
露

謡特
、

甘
■

t
ｵ

『
､

型寸

|■

ノ



『

匡匡

夕

胆胆

：
ド

……

哩
弐
弓
○

鐸
《●1

岬

袈特

VV

塵

淵灘ぞ

一
一
一

型L
O

マ

■



1－1債主申購(口座追加）
※｢債主申請入力シート｣に基づき入力します。

や

ｰ

勺

1



2



3



1

尋
登録後,債主申購(口座追加)を行った旨,経理係宛てにメールでお知らせください｡その際｢債主
申請入力シート｣をメールに添付してください。

１
Ｊ

U
経理係において債主申請確定処理後,申論者において,｢債主申請(変更)｣(｜
■■■■の登録)をして頂きます。

※債主申諮確定処理した旨,経理係より申購者にメールで連絡します。

4



’ ’1－2債主申請(変更）（ 変更の入力）
※最初の登録以降 /ご変更があった場合も， その都度作業する。

f左一つ允罎会/ナ 釜 － 一

－ と 一

一
」 ＝宝fl
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判事補の場合

判事の場合
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一

1.’ ■で､｜ ｜をｸﾘｯｸ

2.｜ 圀クリック

債主登録の確認 1/4



3．自分の債主があるか検索する

債主登録の確認 2/4



4験索鱈果か墨確霞する

債主登録の確認 3/4



凸

に情報が入力されていれば借主替録あり5．
一

債主登録の確認 4/4

』



｜
’ 溌’

債主申請入力シート ②債菱確定①債主申請

部分を記入してください。 ↑会計課記入欄
弓

※情報に変更があった場合は,債主申請(変更)等を行う遜要があり ◎


